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１ 本手引書について 
 

総務省では安全な電波利用の一層の徹底を図るため、電波法施行規則を

改正し、無線局の開設者に電波の強度に対する安全施設を設けることを義

務づけています。 

この制度は、人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強

度が基準値を超える場所がある場合には、柵などを施設し、一般の人々が

容易に出入りできないようにすることを無線局の開設者に義務づけるもの

で、平成 11 年 10 月１日より施行されています。 

 

 

 

 

 

このため、免許申請等に当たり、無線局から発射される電波の強度を求め、

基準値への適合を確認する必要があることから、「無線設備から発射され

る電波の強度の算出方法及び測定方法」が告示されています（平成 11 年郵

政省告示第 300 号）。 

この手引書は、この告示に規定されている電波の強度の算出方法及び測

定方法等の概略について解説するものです。 

 
なお、本制度及び電波の強度の基準値、電波の強度の算出方法及び測定

方法について詳しくは以下の法令をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 
 

２ 免許申請の手続き 

 

本制度の施行後の免許申請手続きの変更点は、次のとおりです。 

 

(1) 無線局の免許申請時 
 

申請前に、無線設備から発射される電波の強度を算出により求めて、人

が通常出入りする場所において基準値に適合していることを確認する必要

があります。適合している場合は、工事設計書の「その他の工事設計欄」

に電波法第３章に定める基準に合致している旨記載してください（従来ど

おり、電波法第３章に定める他の基準にも合致している必要がありま

す。）。 

 

 

 

 

本制度及び基準値  
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① 算出に必要な無線局の諸元の抽出 

② 無線局の周波数に対する基準値の確認 

③ 電波の強度の算出・測定 

④ 求めた電波の強度と基準値との比較 

 

 

 

適合していない場合は、柵等の安全施設の設置又は工事設計の変更を行

う必要があります。 

 

(2) 無線局検査時 
 

検査の際に、総務省の検査職員又は登録点検事業者の点検員により基準

値に適合していることの確認が行われます。 

 

 
 

３ 基準値への適合確認方法の流れ 

 

 

無線設備から発射される電波の強度の基準値への適合確認の方法は、次

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 算出に必要な無線局の諸元の抽出 
 

 

まず、対象となる無線局の無線設備について次の事項を確認してくだ

さい。 

・空中線入力電力Ｐ[W]（送信機出力から、給電線損失等を減じたもの） 

※ パルス波の場合は平均電力を用います。また、他の場合でも平均電

力を用いることができます。 

・アンテナの利得Ｇ[倍]（絶対利得を電力比率で表したもの） 

・アンテナから算出地点までの距離Ｒ[m] 

・周波数ｆ[MHz]と波長λ[m]（λ[m]＝300／ｆ[MHz]） 

・アンテナの最大長Ｄ[m] 

・アンテナの回転の有無 

・同一場所又はその周辺の無線局、複数周波数の電波の発射の有無 
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(2) 電波の強度の基準値の確認 
 

次に目的の周波数における基準値を求めましょう。 

・基準値は周波数によって異なります。 

基準値の表から、無線局の周波数に対応する基準値を確認してください。 

・基準値には２種類あります。 

① 通常用いる基準値 

電磁界強度（平均時間６分間）の基準値（電波法施行規則別表第２号の３の２） 

周波数 
電界強度の実効値

[V/m] 

磁界強度の実効値

[A/m] 

電力束密度の実効値 

[mW/cm2] 

100kHz - 3MHz 275 2.18/ 𝑓 
 

3MHz - 30MHz 824/ 𝑓 2.18/ 𝑓 

30MHz - 300MHz 27.5 0.0728 0.2 

300MHz - 1.5GHz 1.585√𝑓 √𝑓 /237.8 𝑓/1500 

1.5GHz - 300GHz 61.4 0.163 １ 

 

 fは、MHzを単位とする周波数とする。 

 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの６分間における平均値1とする。 

 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が

複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の

値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対

する割合の和の値がそれぞれ１を超えてはならない。 

 

 

※ なお、10kHz を超え 10MHz 以下の周波数においては、以下の基準値も適用されます。 

 

周 波 数 
電界強度の実効値 

[V/m] 

磁界強度の実効値 

[A/m] 

磁束密度の実効値 
[T] 

10kHz - 10MHz 83 21 2.7×10-5 

 

 電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。 

 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数

の電波を発射する場合は、電界強度、磁界強度及び磁束密度については表中の値に対す

る割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれ

ぞれ１を超えてはならない。 

 
  

                            
1 電界強度又は磁界強度が変化する場合は、平均時間内で実効値を自乗平均平方根した値を用い、電

力密度が変化する場合は平均時間内での平均値を用いる。 



4  

② 特定の場合に用いる基準値 

人体が電波に不均一にばく露される電波の強度の値として、空間

的平均値及び最大値を規定した次の基準値があります（平成29年総務

省告示第309号）。 

この基準値は、算出地点における電波の強度の分布に上記の基準値

を超える所と超えない所が混在しているときに用います。 

周波数 

電界強度の実効

値の空間的平均

値 

[V/m] 

磁界強度の実

効値の空間的

平均値 

[A/m] 

電力束密度の

実効値の空間

的平均値 

[mW/cm2] 

電力束密度の

実効値の空間

的最大値 

[mW/cm2] 

 100kHz -   3MHz 275 2.18/𝑓   

  3MHz -  30MHz 824/ 𝑓 2.18/𝑓 

 30MHz - 300MHz 27.5 0.0728 0.2 

300MHz -   1GHz 1.585√𝑓 √𝑓/237.8 𝑓/1500 4 

  1GHz - 1.5GHz 1.585√𝑓 √𝑓/237.8 𝑓/1500 2 

1.5GHz - 300GHz 61.4 0.163 1 2 

 

 fは、MHzを単位とする周波数とする。 

 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの６分間における平均値とする。 

 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が

複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の

値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対

する割合の和の値がそれぞれ１を超えてはならない。 

 

 

※ なお、10kHz を超え 10MHz 以下の周波数においては、以下の基準値も適用されます。 
 

周 波 数 
電界強度の実効値
の空間的平均値 

[V/m] 

磁界強度の実効値
の空間的平均値 

[A/m] 

磁束密度の実効値
の空間的平均値 

[T] 

10kHz - 10MHz 83 21 2.7×10-5 

 

 電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。 

 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数

の電波を発射する場合は、電界強度、磁界強度及び磁束密度については表中の値に対す

る割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれ

ぞれ１を超えてはならない。 

 
また、頭部と体部の全組織における体内電界について、国際規格等で

定められる合理的な方法により測定又は推定できる場合の電波の強度の

値には、以下の基準値が適用されます。 

 

 

 

 

 

・fは、MHzを単位とする周波数とする。 

・同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局

が複数の電波を発射する場合は、表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格

等で定められる合理的な方法により算出された値が１を超えてはならない。  

周波数 体内電界の実効値 

[V/m] 

10kHz - 10MHz 135×f 
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(3) 電波の強度の算出・測定 
 

以上の準備が整ったら作業開始です。 

電波の強度の算出・測定方法は、郵政省（現：総務省）から告示されてい

ます（平成11年郵政省告示第 300 号）。この告示に基づき電波の強度を求

めます。 

 
① 基準値への適合性の判定

ア 通常の場合 

電波の強度が基準値以下であれば、適合していると判断します。 

 
イ 同一場所若しくはその周辺に複数の無線局が存在する場合又は単一

の無線局が複数の周波数を使用する場合 

それぞれの無線局から発射される電波の強度の値について、基準値に

対する割合をとります。電界強度及び磁界強度の場合はその自乗和、電

力束密度の場合はその和が１を超えなければ、適合していると判断しま

す。 

※（10kHz を超え 100kHz 以下の周波数については扱いが若干異なります。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 電波の強度の求め方の流れ 

電波の強度は算出によって求めることを基本にしており、算出結果が

基準値を超える場合のみ、測定をすることとしています。 

 

電波の強度の算出 

 

電波の強度の測定 

例１）無線局Ａの電界強度が𝐸𝐴で基準値が𝐸1、無線局Ｂの電界強度

が𝐸𝐵で基準値が𝐸2である場合は、次のように計算をします。 

 

(
𝐸𝐴

𝐸1
)

2
+ (

𝐸𝐵

𝐸2
)

2
≦ １ 

 

例２）無線局Ａの電力束密度が𝑆𝐴で基準値が𝑆1、無線局Ｂの電力束

密度が𝑆𝐵で基準値が𝑆2である場合は、次のように計算をしま

す。 

 
𝑆𝐴

𝑆1
+

𝑆𝐵

𝑆2
 ≦ １ 



6  

③ 算出地点 

電波の強度の算出を行う地点は、次のとおりです。

ア 水平方向 

送信空中線を中心に、最大輻射方向を

基準とする 45 度間隔の各方位におけ

る、人が通常、通行し、集合し、その

他出入りする場所について送信空中線

から見て最も近い地点から、少なくと

もλ/10[m]間隔の各地点で、基本算出

式（後述）の算出結果が基準値を満た

す地点まで算出を行います。 

イ 垂直方向 

アの地点において、大地等から 10cm 

（ 300MHz 未満の周波数においては

20cm）の上方から高さ 200cm までの領

域において、少なくとも 10cm 間隔 

（ 300MHz 未満の周波数においては

20cm）で算出を行い、その最大値を求

めます。 

ただし、各算出地点は、送信空中線

及び金属物体から 10cm 以上（300MHz 

未満の周波数においては 20cm 以上）離れ

ていなければなりません。 

 

 

 
④ 適合性確認の手順 

次の手順に沿って、③の算出地点において、(1)で求めた無線局の諸元

を使用して電波の強度を求め、(2)で確認した基準値と比較を行い、基準

値への適合確認を行ってください。いくつか手順がありますが、途中の

手順で基準値を満足した場合は最後の手順まで行う必要はありません。

各手順の詳細な方法は、次章で解説します。 

ア  基本算出式による算出（→P.９参照） 

まず、基本算出式を用いて電波の強度を算出します。この結果が基

準値を満たす場合は、イ以下の手順を行う必要ありません。 

基準値を超える場合は、アンテナの形式によって次のイからエまで

の手順に移ってください。 

主輻射方向 

間隔は 
少なくとも 
λ/10[m] 
 

45度間隔 

空中線 

1
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イ 指向性を考慮した基本算出式による算出（指向性アンテナのみ） 

（→P.10参照） 

アの基本算出式による算出結果が基準値を超える場合は、指向性を

考慮して算出します。 

ウ アンテナ毎の算出式（規定されているアンテナのみ）（→P.11 参照）

ア、イの基本算出式の算出結果が基準値を超える場合で、アンテナ

の形式がコリニアアレイアンテナ、開口面アンテナ、中波放送用モ

ノポールアンテナ、カーテンアンテナの場合は、それぞれ各アンテ

ナ毎の算出式を用いてより詳細に算出します。 

エ 算出結果に基づく空間的平均値の算出（→P.13 参照） 

算出結果が基準値を超える場合で、算出地点において高さ 200cm ま

での電波の強度の分布に基準値を超える場所と超えない場所が混在し

ている場合は、空間的平均値を算出し、基準値（平成29年総務省告示

第309号）と比較してください。 

オ 測定（→P.14 参照） 

算出結果がいずれも基準値を超える場合は、測定を行わなければな

りません。ただし、算出結果に基づき施設をするなどの措置をとる場

合は、測定の必要はありません。 

カ 測定結果に基づく空間的平均値の算出（→P.13 参照） 

測定結果が基準値を超える場合は、空間的平均値を算出します。

以上の手順を図にまとめると、次のようになります。 

①基本算出式 基準値以下 ＯＫ 

②指向性を考慮した基本算出式 基準値以下 ＯＫ 

③各アンテナ毎の算出式 基準値以下 ＯＫ 

④算出結果に基づく空間的平均値の算出 基準値(告示309号)以下 ＯＫ 

⑤測定 基準値以下 ＯＫ 

⑥測定結果に基づく空間的平均値の算出 基準値(告示309号)以下 ＯＫ 

⑦柵等の安全施設の設置 工事設計の変更等 

基準値超 

基準値超 

基準値超 

基準値超 

基準値超 

基準値超 
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４ 電波の強度の算出方法、測定方法 

 

本章では、前章で説明した各手順の具体的な内容について、電波の強度の

算出方法及び測定方法を定めた告示（平成 11 年郵政省告示第 300 号） に基

づき解説します。 

 

(1) 基本的事項 
 

① 電波の強度の換算 

算出にあたり、電力束密度Ｓ[mW/cm2]、電界強度Ｅ[V/m]、磁界強度Ｈ 

[A/m]の相互換算を行う場合は、次の式を用いて換算します。 

𝑆 =
𝐸2

3770
= 37.7𝐻2 

    ② 反射波の取扱い 

 ア 反射係数 Ｋ 

(ｱ) 大地面の反射を考慮する場合 

送信周波数が 76MHz 以上の場合 …Ｋ＝2.56 

送信周波数が 76MHz 未満の場合 …Ｋ＝４ 

(ｲ) 水面等大地面以外の反射を考慮する場合 

すべての周波数において        …Ｋ＝４ 

(ｳ) 全ての反射を考慮しない場合    …Ｋ＝１ 

イ 算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射

を生じさせるおそれがある場合 

算出した電波の強度の値（デシベルに換算した値）に６デシベルを

加えてください。 

 

③ 空中線回転による補正係数 Ｆ 

ア 空中線が回転していない場合…Ｆ＝１ 

イ 空中線が回転している場合 

距離Ｒが 0.6D2/λ[m]を超える場合…Ｆ＝θBW/360（θBW は電力半

値幅） 

距離Ｒが 0.6D2/λ[m]以下の場合…Ｆ＝φ/360 

（φ=2tan-1(D/2R)） 
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(2) 基本算出式 
 

電波の強度は、まず最初に、空中線入力電力Ｐ[W]、空中線からの距離Ｒ 

[m]、主輻射方向の利得Ｇ[倍]を用いて次式により電力束密度Ｓ[mW/cm2]の

値を算出することとします。（下図参照） 

 

 
 

この場合の利得Ｇは、どの方向においても主輻射方向の利得を用います。

このため、算出結果は過大になることはあっても過小評価することはあり

ません。この算出結果で基準値を満たしている場合は、これ以上の評価は

必要ありません。 

なお、30MHz 以下の周波数の場合は、電界強度の値に換算してください。 

 

 

参照：電力束密度から電界強度への換算→P.８ 

 反射係数について→P.８ 

基本算出式 

S = 
𝑃𝐺

40𝜋𝑅2 ･𝐾 

算出地点の電力束密度

Ｓ [mW/cm2] 

算出地点までの 
距離 Ｒ[m] 

主輻射方向の絶対利得 

（電力比率） Ｇ[倍] 

空中線入力 

電力 Ｐ[W] 

S=
𝑃𝐺

40𝜋𝑅2 ･𝐾 [mW/cm2] 

 

大地面等の反射 

を考慮した係数 K 
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(3) 指向性を考慮した基本算出式 

 

基本算出式の算出結果は、指向性を考慮していないため指向性アンテナ

を用いている場合は算出結果が過大になる場合があります。このため、基

本算出式の算出結果が基準値を超えた場合は、指向性を考慮して算出しま

す。 

次式のように、(2)で求めた基本算出式の算出結果𝑆0 [mW/cm
2]に、算出地

点の方向に対する電力指向性係数Ｄ(θ）を乗じることにより算出します。 

（下図参照） 

 

 

レーダー等、回転する空中線の場合は、補正係数Ｆに適切な係数を乗じ

ます。 

なお、30MHz 以下の周波数の場合は、算出結果を電界強度の値に換算してく

ださい。 
 

 

 

   次の場合には、𝐷(𝜃)の値に代わり別な値を用いることができます。 

 

 

 

 

 

 
参照：電力束密度から電界強度への換算→P.８ 

空中線回転補正係数について→P.８ 

算出地点方向 
に対する電力 
指向性係数 
D（θ） 

算出地点の電力束密度 
S  [mW/cm2]  

S =  𝑆0𝐷(𝜃)・𝐹 

最大輻射方向に 
対する利得 
(電力比率) G[倍] 

算出地点に対する 

利得 G・D(θ) 

ア 算出地点が主輻射の外側である場合は、当該地点に対する電力指向性係数については、最大副

輻射の方向に対する電力指向性係数を用いて算出することができます。 

イ 超短波放送局及びテレビジョン放送局の無線設備において素子を２段以上積み重ねた空中線を

使用する場合は、俯角 45 度以上において垂直面の電力指向性係数を 0.1 として算出することが

できます。 

𝑆 = 𝑆0𝐷(𝜃)･𝐹 [mW/cm2] 
 

注 Ｄ(θ) =０となる方向の送信空中線近傍の電力束密度の値を求める場合は、当該空中線の指向特性を包絡線 

（指向特性の極大値を結ぶ線）で近似的に表して求めた電力指向性係数を用いて算出してください。 
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(4) 各アンテナ毎の算出式 

 

基本算出式による算出結果が基準値を超えた場合は、各アンテナ毎の算出

式により算出します。算出式は次のアンテナについて規定されています。も

し、お使いのアンテナが次のアンテナと異なる場合はこれらの式を使用する

ことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① コリニアアレイアンテナ 

お使いのアンテナがコリニアアレイアンテナで、算出地点が次の条件を満

たす場合に使用可能です。 

【使用可能条件】 

 

このときの電力束密度Ｓ[mW/cm2]は、次式により算出します。（下図参照） 

 

 

なお、30MHz 以下の周波数の場合は、電界強度に換算してください。

 

・主輻射内側 

・空中線からの距離Ｒが 0.6D2/λ[m]以下 

算出地点 アンテナ長Ｄ[m] 

距離Ｒ 0m 

空中線入力電力 

Ｐ[W] 

0.6𝐷2

λ
 m 

S =
𝑃

20𝜋𝑅𝐷
･𝐾 

電力束密度Ｓ[mW/cm2] 

Ｒ[m] 

S = 
𝑃

20𝜋𝑅𝐷
･K[mW/cm2] 

 

算出式が規定されているアンテナ 

・コリニアアレイアンテナ（空中線コードＣＬに相当するアンテナ） 

・開口面空中線（空中線コードＰＡ、ＨＯ、ＧＧ、ＫＧ又はＣＲのいずれかに相当するアンテナ） 

・中波放送用モノポールアンテナ（本手引書では省略） 

・カーテンアンテナ（本手引書では省略） 

※空中線コード…平成30年総務省告示第356号に規定する空中線型式基本コード 
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なお、セクタータイプのアンテナを使用している場合は、指向性を考慮した

以下の算出式により算出してください。 

 

 

  
 

 

 

参照：電力束密度から電界強度への換算について→P.８ 

反射係数について→P.８ 

 

 
② 開口面空中線 

お使いのアンテナがパラボラアンテナ等開口面空中線であって、算出地点

が次の条件を満たす場合に使用可能です。 

 

 

このときの電力束密度は、空中線からの距離に応じて次のとおり求めます。

この場合も、空中線回転、大地面等による反射を考慮する場合は、各々係数

を算出式に乗じてください。 

 
 

Ａ：空中線の開口面積[m2] 

η：空中線の開口効率 

ア アンテナ表面            𝑆 =
4𝑃

𝐴
･

1

10
[mW/cm2] 

 

イ 距離Ｒが０～Ｄ2/4λ[m]のとき        𝑆𝑛𝑓 = 16
𝜂𝑃

𝜋𝐷2

1

10
･𝐾･𝐹 [mW/cm2] 

 

ウ 距離ＲがＤ2/4λ～0.6Ｄ2/λ[m]のとき  𝑆 =
𝐷2

4𝜆𝑅
･𝑆𝑛𝑓[mW/cm

2] 

 
 

電力半値幅[度] 

【使用可能条件】 

・主輻射方向 

・空中線からの距離Ｒが 0.6D2/λ[m]以下 

𝑆 =
𝑃

20𝜋𝑅𝐷
(

360

𝜃𝐵𝑊
)・𝐾  [mW/cm] 
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参照：大地等の反射係数について→P.８ 

    空中線回転補正係数について→P.８ 

 

(5) 空間的平均値の算出 

 

算出結果が基準値を超える場合で、

算出地点における高さ 200cm までの電

波の強度の分布が、基準値を超える箇

所と超えない箇所が混在している場合

は、空間的平均値を算出して、「人体が

電波に不均一にばく露される場合の電

波の強度の値」と比較し、適合を確認

してください。 

空間的平均値の算出は、次のとおり 

行います。 

 

 
① 電力束密度の場合 

単純平均をとります。平均値をS とすると、高さ 200cm までの各ポイント

で算出した値の和を、ポイント数で除し、 

 

 
 

のようにして求めます。 

「電波が人体に不均一にばく露

される場合の電波の強度の値」

(告示）と比較 

 
 

200cmまで 

 

主輻射方向 

空中線表面 

𝐷2

4𝜆
m 0.6𝐷2

𝜆
m 

𝑆 =
4𝑃

𝐴
･

1

10
 𝑆𝑛𝑓 = 16

𝜂𝑃

𝜋𝐷2

1

10
･𝐾･𝐹 𝑆 =

𝐷2

4𝜆𝑅
･𝑆𝑛𝑓 

ア 

ン 

テ 

ナ 

長 

Ｄ 

𝑆 ̅= 
𝑆1+𝑆2+⋯+𝑆𝑁

𝑁
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② 電界強度及び磁界強度の場合 

自乗平均値の平方根を求めます。例えば電界強度の場合、平均値をE と

すると、高さ200cmまでの各ポイントで算出した値を自乗し、その和を、ポ

イント数で除し、さらに平方根をとり、 

 

 

 

のようにして求めます。※ 

※（10kHz を超え 10MHz 以下の周波数については扱いが若干異なります。） 

 

 

(6) 測定方法 

 

算出結果が全て基準値を超える場合は、測定を行わなければなりません。 

ただし、算出結果に基づき措置する場合は測定を行う必要はありません。 

 
① 測定する電波の強度 

測定は、次の電波の強度について行います。 

ア  測定地点が、送信空中線のうち最も近い箇所からの距離が 2D2/λ[m]

及びλ/2π[m]のいずれよりも遠い場合。 

・ 3MHz以下の周波数 …電界強度 

・ 3MHzを超え30MHz以下の周波数 …電界強度又は磁界強度 

・ 30MHzを超える周波数 …電界強度、磁界強度又は電力束密度

イ 測定地点がア以外の場合 

・ 1GHz以下の周波数 …電界強度及び磁界強度 

・ 1GHzを超える周波数 …電界強度 
 

 

 

 

  

 

 

0 λ/2π 2D2/λ 距離 

E ̅= √𝐸1
2+𝐸2

2+⋯+𝐸𝑁
2

𝑁
 

イの領域  
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② 測定装置 

測定には、次に示す装置で、定められた条件を満たすものを使用してく

ださい。 

ア 等方性電磁界プローブ 

電磁環境を測定するために設計された、専用の測定器です。プローブ

部と表示部で構成されます。 
 

 

 

イ 周波数非同調型測定系 

周波数非同調型測定系とは、広い周波数にわたり電磁界強度に対する

出力値が均一な応答を示す測定系をいいます。測定用空中線と、検波器

等、周波数非同調型測定器（オシロスコープ等）で構成されます。 
 

ウ 周波数同調型測定系 

周波数同調型測定系とは、特定の周波数に同調し、その周波数を中心

とした帯域幅内にある電磁界に対してのみ応答する測定系をいいます。

測定用空中線と、周波数同調型測定器（スペクトラムアナライザ等）で

構成されます。 
 

③ 測定装置の条件 

ア 等方性電磁界プローブ 

(ｱ) 測定対象無線設備が発射可能な周波数の範囲で次の条件を満たす

こと。 

・プローブを任意の角度に回転し、又は任意の方向へ向けたときの値

の変動が3dB 以内であること。 

・同一強度の電波を測定した場合の値の周波数特性が平坦であること。

またその周波数範囲以外の電波に対する測定器の応答が明らかであ

ること。 

(ｲ) 正確に測定できる電波の強度の範囲が明らかであること。電界

（磁界）プローブは電界（磁界）以外に応答しないこと 

プローブ部 

 

 

 

オシロスコープ等 
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(ｳ) 付属のケーブル等は、測定に影響を与えないこと

(ｴ) 応答時間が1秒未満のもの 

 
イ 周波数非同調型及び周波数同調型測定系 

(ｱ) 測定器の測定可能周波数範囲、周波数分解能帯域幅（周波数同調

型測定系に限る。）、入力感度、検波方式及び最大許容入力が既知で

あること。 

(ｲ) 測定対象無線設備から発射される電波の特性に応じて、アンテナ

係数が既知である適切な空中線を用いること 

(ｳ) 測定用空中線及び測定器の入力インピーダンスが測定ケーブルと

整合していること。 

(ｴ) 測定器及びケーブルに十分な電磁シールドがなされていること。 

(ｵ) 測定対象以外の電波の影響を受けないよう必要な措置がなされて

いること。 

 
④ 測定方法 

測定地点上方 10cm（300MHz 未満の

周波数においては 20cm）以上 200cm 以

下の範囲で上下方向に測定器を走査

し、その最大値を測定します。 

ただし、電磁界プローブ又は測定用

空中線は、送信空中線、大地等及び金

属物体から 10cm 以上（300MHz 未満の

周波数においては 20cm 以上）離れて

いなければなりません。 

 
この測定結果が、基準値を超える場

合は、算出の場合と同様に空間的平均

値を算出します。（P.13 参照） 

 

 
電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた値を測定値と

してください。 

・電力束密度については、その６分間における平均値 

・電界強度及び磁界強度については、それらの６分間において自乗平均

した値の平方根※ 

200cmまで 

10/20cm 
間隔 

等方性電磁界 

プローブ 

測定用空中線 

オシロスコープ 

スペクトラム 

アナライザ 等 

上下方向に走査し 

最大値を求める 

基準値を 

超える場合 

空間的平均値を算出 

「電波が人体に不均一にばく露される場合の電波の

強度の値」(告示)と比較 

※(10kHzを超え10MHz以下の周波数については扱いが若干異なります。) 
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※ 対象無線設備から発射される電波の変調特性から、６分間未満で６ 

分間の平均値が得られる場合は、適宜測定時間を短縮することができ

ます。 

 
⑤ 測定上の留意点 

測定に当たっては次の点に留意してください。 

・  測定用空中線を用いて測定する場合は、方向及び偏波面は、測定器

の指示値が最大になるように配置してください。 

・  測定用空中線と送信空中線のうちいずれか一方が円偏波で他方が直

線偏波の場合は、補正値として３デシベルを測定値に加えてください。 

・  電磁界プローブ又は測定用空中線を上下方向に走査するときは、人体

や偏波の影響が小さくなるように保持してください。 

・  パルス波の測定には、熱電対型の電磁界プローブ、周波数非同調型

測定系又はパルスが占有する帯域幅に比べ広い周波数分解能帯域幅を

持つ周波数同調型測定系を用いてください。 

・  他の無線設備から発射される電波の影響が無視できない場合は、周

波数同調型測定系を用いてください。 
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５ 算出例 

 

ここでは、具体的な例を用いて、電波の強度の求め方等について説明します。 

（なお、この例に用いている諸元は全て架空のものです） 
 

 

算出例１（携帯電話基地局） 
 

無線設備の諸元 

周波数 900MHz 

送信機出力 96W 

給電線損失 3dB 

アンテナ利得 17dBi（主ビーム最大利得） 

（絶対利得） 

アンテナ高 20m 

アンテナ長 5m 

設置条件は、無線局のアンテナタワーの直下まで、

人が立ち入れるものとします。 

この場合の電力束密度は、次の手順で求めます。 

 
(1) 算出の準備 

① まず、P.２の手順に従い、算出に必要な値を抽出します。 

・アンテナ入力電力Ｐ…送信機出力から給電線損失3dB を差し引いた値に

なります。この場合、48W となります。 

・アンテナの利得Ｇ …絶対利得 17dBi を電力比率に直します。この場合、 
 

 

10
17

10＝50 倍になります。 

 
② 次に、この周波数における基準値を求めます。 

周波数は 900MHz ですから、基準値の表の、300MHz を超え 1.5GHz 以下の

周波数のところが対応します。 

電力束密度の基準値は、f/1500 ですから、f=900 を代入して、0.6mW/cm2 

となります。 

 
(2) 電波の強度の算出 

以上の値を元に算出を行います。 

電波の強度は、基本算出式によって電力束密度の値を算出することと規定

されています。 

5m 

20m 18m 

2m 
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この場合の設置条件から、人が通常、通行し、集合し、その他出入りする

場所のうち、送信空中線に最も近い地点は、アンテナ直下なので、まず、ア
ンテナ直下での電波の強度の算出を行います。 
告示では、算出地点において、地上 200cm までの範囲の最大値を求めるこ

ととなっています。基本算出式で得られる電波の強度は、距離の自乗に反比

例するので、空中線に最も近い点が最大点となります。したがって、地上200cm 

の位置の電波の強度を求めることとします。このときアンテナからの距離Ｒ 

は 20-2=18m になります。 

算出地点が地上なので、大地の反射を考慮します。周波数が 900MHz なので、 

Ｋ=2.56を適用します。 

 
以上の値を算出式に代入して、次のように計算をします。 

 

 

 

 

(3) 算出結果を基準値と比較します 

基準値は、0.6mW/cm2 ですから、算出結果は基準値を満たしていますので、

この算出地点は、基準に適合していると判断されます。 

また、最も近い場所で、最大利得を用いて算出した結果が基準値を満たし

ていることから、他の場所でも基準値を満たしており、これより詳細な評価、遠

方の場所での算出の必要はありません。この無線局の無線設備は基準値に適

合していると判断されます。 

まず、空中線から最も近い点での電波の強度を基本算出式で求めます。 

𝑆 =
𝑃𝐺

40𝜋𝑅2 ･𝐾 = 
48×50

40×𝜋×182 ･2.56 = 0.15[mW/cm2] 
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5m 

20m 

2m 

 算出例２（アマチュア無線） 

 

無線設備の諸元  

周波数 14MHz 

送信機出力 100W 

給電線損失 1.5dB 

アンテナ利得 2.15dBi 

（絶対利得） 

アンテナ高 20m 

アンテナ長 5m 

免許されている電波型式 A1A(CW) 、 J3E(SSB) 

設置条件 無線局のアンテナタワーから５m 

の地点に塀があり、塀の所まで、 

人が立ち入れるものとします。 
5m  

この場合の電力束密度は、次の手順で求めます。 

 

(1) 算出の準備 

① まず、P.２の手順に従い、算出に必要な値を抽出します。 

・アンテナ入力電力Ｐ 

… 送信機出力から給電線損失 1.5dB を差し引いた値になります。 

この場合、70.8W となります。 

さらにこの値に、無線設備規則に規定されている換算比を乗じて

求めた、平均電力を用いることができます。 

この例では免許されている電波型式は A1A（換算比 0.5）、J3E（換

算比 0.16）の２種類ですが、換算比の大きい方を用いて平均電力を

求めます。この場合は、70.8×0.5=35.4[W]になります。 

・アンテナの利得Ｇ…絶対利得 2.15dBi を電力比率に直します。この場合、 

  10
2.15

10 = 1.64 になります。 

② 次に、この周波数における基準値を求めます。 

周波数は14MHz ですから、基準値の表の、3MHz を超え30MHz 以下の周波

数のところが対応します。 

電力束密度の基準値はありませんので、電界強度の基準値を求めます。 

基準値は、824/f ですから、f=14 を代入して、58.9V/m となります。 

 

(2) 電波の強度の算出 

以上の値を元に算出を行います。 

電波の強度は、まず基本算出式によって電力束密度の値を算出することと

規定されています。 
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この場合の設置条件から、人が通常、通行し、集合し、その他出入りする

場所のうち、送信空中線に最も近い地点は、塀がある地点なので、まず塀の

ある地点（アンテナ直下から水平方向に5m 離れた地点）での電波の強度の算

出を行います。 

告示では、算出地点において、地上200cm までの範囲の最大値を求めるこ

ととなっています。基本算出式で得られる電波の強度は、距離の自乗に反比

例するので、空中線に最も近い点が最大点となります。したがって、地上

200cmの位置の電波の強度を求めることとします。このときアンテナからの距

離Ｒは、次のようにして計算します。 

 

 

 

 

 

 

 
算出地点が地上なので、大地の反射を考慮します。周波数が14MHz なので、

Ｋ＝４を適用します。 

 
以上の値を基本算出式に代入して、次のように計算をします。 

 

 

周波数が30MHz 以下なので、求めた値を電界強度の値に換算します。換算

式は、 

𝑆 =
𝐸2

3770
 = 37.7𝐻2 

 

と規定されていますので、これを変形して、 

𝐸 = √3770 × 𝑆 = √3770 × 0.005 = 4.34[V/m] 

と求まります。 

 

(3) 算出結果を基準値と比較します。 

基準値は、58.9V/m ですから、算出結果は基準値を満たしていますので、この

算出地点は、基準に適合していると判断されます。このため、これ以上の詳

細な評価は不要です。 

 

 

 

まず、空中線から最も近い点での電波の強度を基本算出式で求めます。 
 

182  52 =18.7 m 

m 20-2=18m 

5m 

𝑆 =
𝑃𝐺

40𝜋𝑅2 ･𝐾 = 
35.4×1.64

40×𝜋×18.72 ･4 = 0.005[mW/cm2] 
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また、最も近い場所での基本算出式による算出結果が基準値を満たしてい

ることから、他の場所でも基準値を満たしており、これより遠方の場所での

算出の必要はありません。この無線局の無線設備は基準値に適合していると

判断されます。 

 

算出例３（レーダー） 

 

レーダー等に用いられる、パルス波や、回転するアンテナの場合の扱いにつ

いて、次の諸元を用いて説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8m 
 

 
 

13.8m 
 

 

 

 

この場合は、次の点に注意して算出します。 

 
(1) 空中線入力電力の算出 

レーダー等のパルス波の場合は、時間平均値を求めます。 

時間平均値は、尖頭値にパルス幅、パルス繰り返し周波数を乗じることに

より求めます。この場合は、 
 

2x106 × 3x10-6 × 345      ＝ 2070[W] 
 

 

 

 

と計算されます。 

無線設備の諸元 

周波数 1300MHz 

送信機出力 2000kW（尖頭値） 

パルス幅 3μs 

パルス繰り返し周波数 345pps 

アンテナ利得 

（絶対利得） 

電力半値幅 

アンテナ高 

アンテナ長 

35dBi 

1.3 度 

20m 

長径 13.8m 

短径    8m 

開口効率 0.15 

アンテナは回転しているものとします。 

パルス繰り返し 

周波数 

時間平均値

0 

パルス幅 尖頭値 
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(2) 空中線回転補正係数の算出（P.８参照） 

基本算出式による算出結果が基準値を超えた場合は、アンテナが回転して

いる場合は、回転を考慮して算出を行います。 

このとき用いる補正係数Ｆの求め方について、説明します。 

 
① 境界となる距離の算出 

係数は、0.6D2/λ[m]を境にして変わります。まずこの距離を求めます。

Dは、アンテナの最大長です。この場合は、13.8mになります。 

λは波長で、300/周波数[MHz]で求めます。この場合は、0.23m です。以

上より、0.6D2/λ=496.8[m]になります。 

 

② 補正係数Ｆの算出 

以上から、Ｆを次のように算出します

ア 距離Ｒが 496.8m を超える場合 

Ｆ＝θBW/360（θBW は電力半値幅）ですから、θBW＝1.3[度]を代入して、 

Ｆ＝0.0036 になります。 

イ 距離Ｒが 496.8m 以下の場合 

Ｆ＝φ/360（φ=2tan-1(D/2R)）です。距離Ｒが式に含まれているので、

算出地点により異なった値になります。 

D=13.8、算出地点の距離Ｒを代入にして、関数電卓等を用いてφを計

算してください。 

 
(3) 算出方法 

具体的な算出方法は、他のものと変わりません。２ページからの手順に従

って電波の強度を算出してください。 
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算出例４（テレビ放送局） 
 

テレビ放送局から発射される電波の強度の算出に関する特有の扱いについて、

次の諸元を元に説明します。 

 

 

(1) 空中線入力電力の算出 

テレビ放送の場合は、音声・映像を合わせた電力を算出式に代入して電波

の強度を求めます。 

また、映像電力については、平均値を用いることができます。平均値の算

出に当たっては、映像電力の尖頭値の-5dB を平均値とします。（平成 10 年電

気通信技術審議会答申による）。 

従って、この場合の総電力は次のようにして求まります。 

① 映像電力 

平均値を求めます。映像電力の-5dB は、0.32 倍になりますから、平均値

は、3.2kW になります。 

② 総電力 

①で求めた映像電力の平均値と音声電力の和を求め、

3.2+2.5=5.7[kW] となります。 

実際には、この値から更に給電線の損失分等を差し引いた値を空中線入

力電力とし、算出に用います。 

 
(2) 空中線の電力指向性係数の特例 

基本算出式による電波の強度の算出    

結果が基準値を超える場合は、指向性を 

考慮した基本算出式を用いて算出を行

うこととなります。 

このときに、テレビ放送局の場合であ 

って素子を２段以上積み重ねた空中線

を使用する場合は、俯角 45 度以上にお

いて垂直面の電力指向性係数Ｄ(θ)を 

0.1 として算出することができます。 

この例の場合は、６段積み重ねたアンテナであるので、俯角 45 度以上の範 

囲においては、垂直面の電力指向性係数を 0.1 とすることができます。 

 

 

俯角 45 度以上 

無線設備の諸元 

映像電力 10kW 

音声電力 2.5kW 

アンテナ スーパーターンスタイル６段 
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算出例５（空間的平均値） 
 

 

空間的平均値の求め方の例 

算出又は測定の結果、電力束密度の分布が左図のように

なっていると仮定します。周波数は 1.5GHz とします。こ

の周波数に対する基準値は１mW/cm2 ですから、地上200cm 

までの電波の強度の分布に基準値を満たすところと満たさ

ないところが混在しています。このような場合は、空間的

平均値を求め、人体が電波に不均一にばく露される場合の

基準値への適合を判断します。 

 
(1) 基準値を求める 

この場合に適用する基準値は、人体が電波に不均一

にばく露される場合の基準値です。この基準値の表か

ら、1.5GHz に対応する基準値は、１mW/cm2 （空間的平

均値）と2mW/cm2（空間的最大値）です。 

※最大値の基準値の規定がない周波数もあります。 

 

 

(2) 空間的平均値の算出 

電力束密度の空間的平均値は、単純平均を取ればよ

いので、次のように計算します。 

 

 

 

 

(3) 基準値と比較します 

算出結果をまとめると、次のようになります。 

 空間的平均値 空間的最大値 

基準値 1 2 

算出値 0.95 1.7 

これより、基準値を満たしていることが分かります。 

200cm 

190cm 

180cm 

170cm 

160cm 

150cm 

140cm 

130cm 

120cm 

110cm 

100cm 

90cm 

80cm 

70cm 

60cm 

50cm 

40cm 

30cm 

20cm 

10cm 

2 

電力束密度 

 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.6 

0.5 

0.2 

0.1 

0.1 

𝑆 =
各ポイントの値の総和

ポイント数(この例では20ポイント)
=

19

20
= 0.95 
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参考資料 
 

１ 電波法施行規則第 21 条の３（電波の強度に対する安全施設）及び別表第２ 

号の３の２（電波の強度の値の表） 

 
（電波の強度に対する安全施設） 

第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度（電界強度、磁界強度及び電力束密度及び磁束密

度をいう。以下同じ。）が別表第二号の三の二に定める値を超える場所（人が通常、集合し、通行し、その他する場所に

限る。）に取扱者のほか容易に出入り

で い り

することができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げ

る無線局の無線設備については、この限りではない。 

一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備 

二 移動する無線局の無線設備 

三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、臨時に開設する無線局の無線設備 

四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の

無線設備 

２ 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示（＊）する。 

 

（告示＊ 平11第300号） 

 

別表第二号の三の二 電波の強度の値の表（第21条の3関係） 

第１ 

周波数 
電界強度の実効値 

（V/m） 

磁界強度の実効値 

（A/m） 

電力束密度の実効値 

（mW/cm2） 

100kHzを超え３MHz以下 275 2.18f-1 
- 

３MHzを超え30MHz以下 824f-1 2.18f-1 

30MHzを超え300MHz以下 27.5 0.0728 0.2 

300MHzを超え1.5GHz以下 1.585f1/2 f1/2/237.8 f/1500 

1.5GHzを超え300GHz以下 61.4 0.163 1 

注１ fは、MHzを単位とする周波数とする。 

２ 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの６分間における平均値とする。 

３ 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大

臣が別に告示（＊）するところによるものとする。 

４ 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電

界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の

表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ１を超えてはならない。 

 

（告示＊ 平29第309号） 

 

第２ 

周波数 
電界強度の実効値 

（V/m） 

磁界強度の実効値 

（A/m） 

磁束密度の実効値  

（Ｔ） 

10kHzを超え10MHz以下 83 21 2.7×10-5 

注１ 電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。 

２ 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務

大臣が別に告示（＊）するところによるものとする。 

３ 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、

電界強度、磁界強度及び磁束密度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な

方法により算出された値がそれぞれ１を超えてはならない。 

 

（告示＊ 平29第309号） 
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２  無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法 （平成 11 年

郵政省告示第 300 号） 

 
１ この告示中の計算式等における記号の表す意味は、次のとおりとする。 

(1) Ｅは、電界強度[V/m] とする。 

(2) Ｂは、磁束密度[T]する。 

(3) Ｈは、磁界強度[A/m] とする。 

(4) Ｓは、電力束密度[mW/cm
2
]とする。 

(5) Ｐは、空中線入力電力（送信機出力から給電線系の損失及び不整合損を減じたものをいう。以下同じ。）[W]とす

る。ただし、パルス波の場合は、空中線入力電力の時間平均値とする。 
ふく 

(6) Ｇは、送信空中線の最大輻 射方向における絶対利得を電力比率で表したものとする。 
(7) Ｒは、算出に係る送信空中線と算出を行う地点との距離[m] とする。 

(8) Ｄは、送信空中線の最大寸法[m] とする。 
(9) λは、送信周波数の波長[m] とする。 

(10) Ｋは、反射係数とし、代入する値は次のとおりとする。

ア 大地面の反射を考慮する場合 

(ｱ) 送信周波数が 76MHz 以上の場合 2.56  

(ｲ) 送信周波数が 76MHz 未満の場合 4 

イ 水面等大地面以外の反射を考慮する場合 4 

ウ すべての反射を考慮しない場合 1 

(11) Ｆは、空中線回転による補正係数とし、代入する値は次のとおりとする。 
ア 空中線が回転していない場合 １ 

イ 空中線が回転している場合 

(ｱ) 距離Ｒが0.6D2/λを超える場合 θBW/360 

θBWは電力半値幅[度] 
(ｲ) 距離Ｒが0.6D2/λ以下の場合 ψ/360 

ψは距離Ｒにおける空中線直径の見込み角[度]であり、 

ψ=2tan-1(D/2R) 

とする。 

２ 電力密度の換算式 

(1) 電力束密度の値から電界強度又は磁界強度の値への換算は、次式を用いる。 

 

 

 

(2) 磁束密度の値から次回強度の値への換算は、次式を用いる。 

B =μ0H 
 μ0は、自由空間の透過率[H/m]とする。 

３ 電波の強度は、算出に係る送信空中線の位置からその最大輻射方向（最大輻射方向が定まらないときは任意の方向）を

基準とする45度間隔の各方位に存在する人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所について、送信空中線から

最も近い地点から少なくともλ/10[m]間隔の各地点（以下「算出地点」という。）で算出する。各算出地点においては、大

地等の上方10cm（300MHz未満の周波数においては20cm）以上200cm以下の範囲の少なくとも10cm間隔（300MHz未満の周波

数においては20cm間隔）となる位置で算出を行い、その最大値を求める。ただし、各算出地点は、送信空中線及び金属

物体から10cm以上（300MHz未満の周波数においては20cm以上）離れていなければならない。 

４ 算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場合は、算出した電波の

強度の値に６デシベルを加えること。 

５ 電波の強度の算出に当たっては、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz 以下の周

波数においては、電界強度の値に換算すること。  

 

 

 

６ ５の項の方法による算出結果が、施行規則別表第２号の３の２に規定する電波の強度の値（以下「基準値」という。） を超

える場合であって、送信空中線の電力指向性係数𝐷(𝜃)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求

めることとする。ただし、30MHz 以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 

𝑆 = 𝑆0･𝐷(𝜃)･𝐹 
𝑆0は、５の項の方法により算出した電力束密度の値とする。 

注１ 𝐷(𝜃) = 0 となる方向の送信空中線近傍の電力束密度の値を求める場合は、当該空中線の指向特性を包絡

線（指向特性の極大値を結ぶ線）で近似的に表して求めた電力指向性係数を用いて算出する。 

２   算出地点が主輻射の外側である場合は、当該地点に対する電力指向性係数については、最大副輻射の方向に対す
る電力指向性係数を用いて算出してもよい。 

３  超短波放送局及びテレビジョン放送局の無線設備において素子を２段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、

俯角４５度以上において垂直面の電力指向性係数を0.1として算出してもよい。 

S = 
𝐸2

3770
 = 37.7𝐻2 

S = 
𝑃𝐺

40𝜋𝑅2･K 
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７ ５の項及び６の項の方法による算出結果がいずれも基準値を超える場合であって、送信空中線の形式等が次に掲げる

もののいずれかに合致するときは、当該空中線における算出方法によることとする。 

(1) コーリニアアレイアンテナ（平成30年総務省告示第356号別表第19号第２に規定する基本コード（以下「空中線

コード」という。）ＣＬに相当する空中線をいう。）の主輻射内側において、距離Ｒが0.6D2/λ以下の場合の電波の

強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値

に換算すること。 

 

注 セクタータイプの空中線については、電力半値幅θBW [度]を用いて次式により算出する。 

 

 

(2) 開口面空中線（空中線コードＰＡ、ＯＰ、ＦＢ、ＰＧ、ＨＢ、ＫＧ、ＣＲ、ＨＲ、ＤＨ、ＢＨ、ＣＨ、ＴＷ、

ＧＧ、ＤＧ、ＣＧ、ＴＤ、ＭＢ、Ｈ、ＰＲ、ＴＯ又はＯのいずれかに相当する空中線をいう。）の表面又は主輻射方向

における電波の強度は、次の方法により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数において

は、電界強度の値に換算すること。 

ア 空中線表面での電力束密度の値は、次式により算出する。 

 

 

 

イ 距離ＲがD2/4λ以下の場合の電力束密度の値は、次式により算出する。 

 

 

  

ウ  距離ＲがD2/4λを超え0.6D2/λ以下の場合の電力束密度の値は、次式により算出する。 

 

 

 

 

(3) 中波放送用モノポールアンテナ（空中線コードＶ又はＴＬに相当する空中線をいう。）の場合であって、 

空中線からの距離が2D2/λ[m] 及びλ/2π[m] のいずれよりも遠い地点までの範囲における電波の強度は、 

次式により電界強度及び磁界強度の値を求めることとする。 

 

 

 

 

 

ただし、𝐸𝑧、𝐸𝜌及び𝐻φは、別表第１図に示す算出地点P(ρ，φ，z)における各方向成分の電界強度及び磁

界強度であり、次式により算出する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l は円管の全長[m] 、ρは算出地点の径方向の座標[m]、zは算出地点のz座標[m] であり、別表第１図に示す

とおりとする。 

ωは、角周波数[rad/s] とする。 

𝜇0は、自由空間の透磁率[H/m] とする。 

r は空中線からの距離[m] であり、 
 

 

とする。 

𝜉は、空中線上の任意の点におけるｚ座標[m] とする。 

𝐼0は、電流波腹値[A] とする。 

𝑘𝑎は、空中線上の伝搬定数[rad/m] とする。 

𝑘0は、自由空間における伝搬定数[rad/m] とする。 

𝑙𝑡は、頂冠の影響を考慮した空中線の等価的全長[m] とする。 

𝐼0、𝑘𝑎、𝑙𝑡は、空中線の長さ、太さ、頂冠の大きさ及び構造等により求める。 
 

S = 
𝑃

20𝜋𝑅𝐷
･K 

S = 
𝑃

20𝜋𝑅𝐷
(

360

𝜃𝐵𝑊
)･K 

S = 
4𝑃

𝐴
･

1

10
 

𝐴は開口面空中線の開口面積[m2] 
 

S = 16
𝜂𝑃

𝜋𝐷2･
1

10
･K･F 

    𝜂は開口面効率 

 

S = 
𝐷2

4𝜆𝑅
･𝑆𝑛𝑓 

 

𝑆𝑛𝑓は、イにより算出した電力束密度の値とする。 

E = √(|𝐸𝑧|2 + |𝐸𝜌|
2

) 

H = |𝐻φ| 

𝐸𝑧 = -j
𝜔𝜇0𝐼0

4𝜋𝑘0
∫ 𝑠𝑖𝑛{𝑘𝑎(𝑙𝑡 − |𝜉|)}

𝑙

−𝑙
[
{

𝑘0

𝑟
−

1

𝑘0𝑟3 −
𝑘0(𝜉−𝑧)2

𝑟3 +
3(𝜉−𝑧)2

𝑘0𝑟5 }

+𝑗 {−
1

𝑟2 +
3(𝜉−𝑧)2

𝑟4 }
] (𝑐𝑜𝑠 𝑘0𝑟 − 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝑘0𝑟)𝑑𝜉 

 

𝐸𝜌 = -j
𝜔𝜇0𝐼0

4𝜋𝑘0
∫ 𝑠𝑖𝑛{𝑘𝑎(𝑙𝑡 − |𝜉|)} 𝜌(𝑧 − 𝜉)

𝑙

−𝑙
{(−

𝑘0

𝑟3 +
3

𝑘0𝑟5) + 𝑗
3

𝑟4} (𝑐𝑜𝑠 𝑘0𝑟 − 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝑘0𝑟)𝑑𝜉 

 

𝐻φ = 
𝐼0

4𝜋
∫ 𝑠𝑖𝑛{𝑘𝑎(𝑙𝑡 − |𝜉|)}𝜌

𝑙

−𝑙
{

1

𝑟3 + 𝑗
𝑘0

𝑟2} (𝑐𝑜𝑠 𝑘0𝑟 − 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝑘0𝑟)𝑑𝜉 

r=√𝜌2 + (𝑧 − 𝜉)2 
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(4) カーテンアンテナ(空中線コードＡＷに相当する空中線をいう。)による電波の強度は、次のとおり算出する。 

ア 算出する電波の強度は、送信空中線から算出地点までの距離及び周波数に応じて次のとおりとする。 

(ｱ) 算出地点が、送信空中線のうち算出地点に対し最も近い箇所から2D2/λ[m] 及びλ/2π[m] のいず 

れよりも遠い場合は、電界強度又は磁界強度（3MHz以下の周波数においては、電界強度のみとする。） 

(ｲ) 算出地点が(ｱ)以外の場合は、電界強度及び磁界強度 

イ 電波の強度の算出にあたっては、各々の放射素子を等価半波長ダイポールとみなし次のとおり行う。 

(ｱ) 各等価半波長ダイポールによる電波の強度を次式により算出し、これらの合成値を求め、別表第２図に示す

算出地点Ｐ（ρ，φ，z）における電界強度及び磁界強度の値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｲ) 反射器を有する場合又は大地による反射を考慮する場合は、それぞれの場合について等価半波長ダイポー 

   ルの鏡像を考慮すること。 

 

８ 人体が電波に不均一にばく露される場合（大地等から高さ 200cm までの領域中に基準値を超える場所と超えない場

所が混在する場合をいう。以下同じ。）の電波の強度については、その空間的な平均値を求めることとし、次の値を算出す

る。 

(1) 電力束密度については、その平均値 

(2) 電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。 

ア 施行規則別表第２号の３の２の第１に関しては、それらの自乗平均値の平方根 

イ 施行規則別表第２号の３の２の第２に関しては、それらの平均値 

９ ５の項から８の項までの方法による算出結果がいずれも基準値を超えるときは、電波の強度を測定しなければならな

い。ただし、当該算出結果を当該算出地点における電波の強度の値とするときは、測定することを要しない。 

10 測定は、次の電波の強度について行う。 

(1) 測定地点が、送信空中線のうち最も近い箇所からの距離が2D2/λ[m] 及びλ/2π[m]のいずれよりも遠い場合 

ア 3MHz以下の周波数においては、電界強度 

イ 3MHzを超え30MHz 以下の周波数においては、電界強度又は磁界強度 

ウ 30MHzを超える周波数においては、電界強度、磁界強度又は電力束密度 

(2) 測定地点が(1)以外の場合 

ア 1,000MHz以下の周波数においては、電界強度及び磁界強度

イ  1,000MHzを超える周波数においては、電界強度 

11 測定には、次に掲げる機器を用いる。 

(1) 等方性電磁界プローブ 

(2) 周波数非同調型測定系（測定用空中線及び周波数非同調型測定器（広い周波数にわたり電波の強度に対する出力値

が均一な応答を示すもの。）をいう。以下同じ。） 

(3) 周波数同調型測定系（測定用空中線及び周波数同調型測定器（特定の周波数に同調し、その周波数を中心とした帯
域幅内にある電波に主として応答するもの。）をいう。以下同じ。） 

12 測定系の条件は次のとおりとする。 

(1) 等方性電磁界プローブ 

ア 測定対象無線設備が発射可能な周波数の範囲について、プローブを任意の角度に回転し、又は任意の方向へ向けた

ときの値の変動が３デシベル以内であること。 

イ 測定対象無線設備が発射可能な周波数の範囲において、同一強度の電波を測定した場合の値の周波数特性が平坦

であること。また、その周波数範囲以外の電波に対する測定器の応答が明らかであること。 

ウ 測定対象無線設備が発射可能な周波数の範囲において、正確に測定できる電波の強度の範囲が明らかであるこ
と。また、電界プローブは電界以外に応答しないこと。磁界プローブは磁界以外に応答しないこと。 

エ 付属のケーブル等は、測定に影響を与えないこと。 

オ 応答時間が１秒未満であること。 

(2) 周波数同調型測定系及び周波数非同調型測定系 

ア 測定器の測定可能周波数範囲、周波数分解能帯域幅（周波数同調型測定系に限る。）、入力感度、検波方式及び最

大許容入力が既知であること。 

イ 測定対象無線設備から発射される電波の特性に応じて、アンテナ係数が既知である適切な空中線を用いること。 

ウ 測定用空中線及び測定器の入力インピーダンスが測定ケーブルと整合していること。 

エ 測定器及びケーブルに十分な電磁シールドがなされていること。 

オ 測定対象以外の電波の影響を受けないよう必要な措置がなされていること。 

𝐸𝑧 = 
−𝑗𝑘0𝐼

4𝜋𝜔𝜀0
{

𝑒𝑥𝑝 (−𝑗𝑘0𝑟1)

𝑟1
+

𝑒𝑥𝑝 (−𝑗𝑘0𝑟2)

𝑟2
} 

 

𝐸𝜌 = 
−𝑗𝑘0𝐼

4𝜋𝜔𝜀0𝜌
{(𝑧 +

𝜆

4
)

𝑒𝑥𝑝 (−𝑗𝑘0𝑟1)

𝑟1
+ (𝑧 −

𝜆

4
)

𝑒𝑥𝑝 (−𝑗𝑘0𝑟2)

𝑟2
} 

 

𝐻𝜑 = 
𝑗𝐼

4𝜋𝜌
{𝑒𝑥𝑝(−𝑗𝑘0𝑟1) + 𝑒𝑥𝑝 (−𝑗𝑘0𝑟2)} 

 
ωは、角周波数[rad/s] とする。 

𝑘0
 

は、自由空間における伝搬定数[rad/m] とする。 

𝜀0は、自由空間の誘電率[F/m]とする。 

𝑟1 [m]、𝑟2[m]、ρ[m]、z[m]、𝐸𝑧[V/m]、𝐸𝜌[V/m]及び𝐻φ [A/m] は、別表第２図に示すとおりとする。 

𝐼は、等価半波長ダイポールの素子電流であり、空中線電力、素子数及び各素子の入力インピーダンス等により求める。 
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13 電波の強度の測定方法 

(1) 電波の強度の測定方法は次のとおりとする。 

ア 等方性電磁界プローブ又は測定用空中線を測定地点上方10cm（300MHz未満の周波数においては20cm）以上

200cm以下の範囲で上下方向に走査し、電波の強度の最大値を測定する。ただし、電磁界プローブ又は測定用

空中線は、送信空中線、大地等及び金属物体から10cm以上（300MHz未満の周波数においては20cm以上）離れて

いること。 

イ 電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた電波の強度の値を測定値とする。 

(ｱ) 電力束密度については、その６分間における平均値 

(ｲ) 電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。 

a 施行規則別表第２号の３の２の第１に関しては、それらの６分間における自乗平均値の平方根 

b 施行規則別表第２号の３の２の第２に関しては、それらの最大値 

(ｳ) 磁束密度については、最大値 

注 対象無線設備から発射される電波の変調特性から、６分間未満で６分間の平均値が得られる場合は、適宜

測定時間を短縮することができる。 

(2) 人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度については、測定地点上方 10cm（300MHz 未満の周波数

においては20cm）から200cm まで 10cm 間隔（300MHz 未満の周波数においては 20cm 間隔）で測定し、８の項の

方法に準じてその空間的平均値を求めることとする。 

(3) 測定する際には、次の点に留意すること。 

ア 測定用空中線の方向及び偏波面は、測定器の指示値が最大になるように配置すること。 

イ 測定用空中線と送信空中線のうちいずれか一方が円偏波で他方が直線偏波の場合は、補正値として３デシベル

を測定値に加えること。 

ウ 電磁界プローブ又は測定用空中線を上下方向に走査するときは、人体や偏波の影響が小さくなるように保持す

ること。 

エ パルス波の測定には、熱電対型の電磁界プローブ、周波数非同調型測定系又はパルスが占有する帯域幅に比べ

広い周波数分解能帯域幅を持つ周波数同調型測定系を用いること。 

オ 他の無線設備から発射される電波の影響が無視できない場合は、周波数同調型測定系を用いること。 

 

 

 

 

 

別表第１図 

 

７の項(3)に規定する算出式の座標系及び式の記号は下図のとおりとする。 
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別表第２図 

 

７の項(4)に規定する算出式の座標系及び式の記号は下図のとおりとする。 
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３ 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると

認める場合の電波の強度の値（平成 29 年総務省告示第 309 号） 

 
人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値は、表1及び表2のとおりとする。また、頭部と体

部の全組織における体内電界について、国際規格等で定められる合理的な方法により測定又は推定できる場合

の電波の強度の値は、表3のとおりとする。 

 

表1 

 
周 波 数 

電界強度の実効値

の空間的平均値

[V/m] 

磁界強度の実効値

の空間的平均値

[A/m] 

電力束密度の実効値

の空間的平均値 

[mW/cm2] 

電力束密度の実効値

の空間的最大値 

[mW/cm2] 

100kHz を超え 3MHz 以下 275 2.18f-1 
  

3MHz  を超え 30MHz 以下 824f-1 2.18f-1 

30MHz  を超え 300MHz 以下 27.5 0.0728 0.2 

300MHzを超え  1GHz 以下 1.585f1/2 f1/2/237.8 f/1500 4 

1GHz  を超え1.5GHz 以下 1.585f1/2 f1/2/237.8 f/1500 2 

1.5GHzを超え  300GHz 以下 61.4 0.163 1 2 

注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。 

2 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの6分間における平均値とする。 

3 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射

する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電

力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。 

 

表2 

周 波 数 
電界強度の実効値の

空間的平均値 

[V/m] 

磁界強度の実効値の

空間的平均値 

［A／m］ 

磁束密度の実効値の

空間的平均値 

［T］ 

10kHz を超え 10MHz 以下 83 21 2.7×10－5 

注1 電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。 

2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射

する場合は、電界強度、磁界強度及び磁束密度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規

格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えてはならない。 

 

表3 

周 波 数 
体内電界の実効値 

[V/m] 

10kHz を超え 10MHz 以下 135×f 

注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。 

2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射す

る場合は、表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出され

た値が1を超えてはならない。 
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